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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生可能な複数の撮像データをそれぞれ選択可能に表示部に表示する表示制御部と、
　表示された前記撮像データの操作体による選択操作を検知する操作検知部と、
　前記操作体の前記選択操作に基づいて、前記表示部に表示された前記複数の撮像データ
のうちの再生対象の撮像データを特定するデータ特定部と、
　前記データ特定部が特定した前記撮像データを前記操作体が選択操作した際の操作状態
を検出する操作状態検出部と、
　前記操作状態検出部が検出した前記操作状態に応じて、特定された前記撮像データの再
生期間の長さを制御する再生制御部と
を備える、再生処理装置。
【請求項２】
　前記撮像データに撮像位置情報を対応付けて記憶する記憶部を更に備え、
　前記表示制御部は、前記複数の撮像データを、各々の前記撮像位置情報に基づいて選択
可能に前記表示部に表示する、請求項１に記載の再生処理装置。
【請求項３】
　前記操作検知部は、前記撮像データを選択するための前記表示部上の前記操作体の一連
のタッチ操作を検知し、
　前記操作状態検出部は、前記操作状態として前記一連のタッチ操作の移動速度を検出し
、
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　前記再生制御部は、前記移動速度に応じて前記撮像データの再生期間を制御する、請求
項１又は２に記載の再生処理装置。
【請求項４】
　前記一連のタッチ操作のうち前記移動速度の小さい第１操作部分と、前記移動速度の大
きい第２操作部分とを判別する判別部を更に備え、
　前記データ特定部は、２以上の再生対象の撮像データを特定し、
　前記再生制御部は、特定された前記撮像データのうち前記判別部によって判別された前
記第１操作部分に対応する撮像データの再生と、前記第２操作部分に対応する撮像データ
の再生とを分けて制御する、請求項３に記載の再生処理装置。
【請求項５】
　前記再生制御部は、特定された前記２以上の撮像データのうち前記判別部によって判別
された前記第１操作部分に対応する撮像データを、前記第２操作部分に対応する撮像デー
タよりも先に再生する、請求項４に記載の再生処理装置。
【請求項６】
　前記再生制御部は、特定された前記２以上の撮像データのうち前記判別部によって判別
された前記第１操作部分に対応する撮像データの再生時間を、前記第２操作部分に対応す
る撮像データの再生時間よりも長くする、請求項４又は５に記載の再生処理装置。
【請求項７】
　前記操作状態検出部は、前記移動速度として前記一連のタッチ操作の平均移動速度を検
出し、
　前記データ特定部は、２以上の再生対象の撮像データを特定し、
　前記再生制御部は、前記操作状態検出部が検出した前記平均移動速度に基づいて、特定
された各撮像データの再生を制御する、請求項３に記載の再生処理装置。
【請求項８】
　前記再生制御部は、前記平均移動速度が小さい場合には特定された各撮像データの再生
時間を長くし、前記平均移動速度が大きい場合には特定された各撮像データの再生時間を
短くする、請求項７に記載の再生処理装置。
【請求項９】
　前記撮像データに撮像日時を対応付けて記憶する記憶部を更に備え、
　前記再生制御部は、前記平均移動速度が小さい場合には、特定された前記２以上の撮像
データのうちの前記撮像日時が古い撮像データを再生し、前記平均移動速度が大きい場合
には、前記撮像日時が新しい撮像データを再生する、請求項７又は８に記載の再生処理装
置。
【請求項１０】
　撮像部と、
　再生可能な複数の撮像データをそれぞれ選択可能に表示する表示部と、
　表示された前記撮像データの操作体による選択操作を検知する操作検知部と、
　前記操作体の前記選択操作に基づいて、前記表示部に表示された前記複数の撮像データ
のうちの再生対象の撮像データを特定するデータ特定部と、
　前記データ特定部が特定した前記撮像データを前記操作体が選択操作した際の操作状態
を検出する操作状態検出部と、
　前記操作状態検出部が検出した前記操作状態に応じて、特定された前記撮像データの再
生期間の長さを制御する再生制御部と
を備える、撮像装置。
【請求項１１】
　再生可能な複数の撮像データをそれぞれ選択可能に表示するステップと、
　表示された前記撮像データの操作体による選択操作を検知するステップと、
　前記操作体の前記選択操作に基づいて、表示された前記複数の撮像データのうちの再生
対象の撮像データを特定するステップと、
　特定された前記撮像データを前記操作体が選択操作した際の操作状態を検出するステッ
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プと、
　検出された前記操作状態に応じて、特定された前記撮像データの再生期間の長さを制御
するステップと
を含む、再生処理方法。
【請求項１２】
　再生可能な複数の撮像データをそれぞれ選択可能に表示するステップと、
　表示された前記撮像データの操作体による選択操作を検知するステップと、
　前記操作体の前記選択操作に基づいて、表示された前記複数の撮像データのうちの再生
対象の撮像データを特定するステップと、
　特定された前記撮像データを前記操作体が選択操作した際の操作状態を検出するステッ
プと、
　検出された前記操作状態に応じて、特定された前記撮像データの再生期間の長さを制御
するステップと
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生処理装置、撮像装置、再生処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像装置として、例えば、撮影したデータを再生可能なデジタルカメラやビデオカメラ
が知られている。このような撮像装置においては、過去に撮影した多数の撮影データの中
から所望の撮影データを再生する場合には、撮影日時等を指定して撮影データを選択して
いた。
【０００３】
　これに対し、近年のＧＰＳ技術の発展に伴い、位置を測位可能な撮像装置が増加してい
る。このような撮像装置は、撮影データを撮影した場所の緯度・経度等の位置情報を付加
して保存している。これにより、撮影データに付加された位置情報を利用して、撮影場所
から再生したいデータを選択できることが可能となった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－８７６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記の方法では、例えば同じ撮影場所で撮影された撮影データが存在する場合
には、全ての撮影データが再生されてしまい、ユーザーが再生したい撮影データのみを再
生することができないという問題があった。また、複数の撮影データが選択されると、す
べての撮影データを再生するのに長い時間を要し、所望のシーンがなかなか再生されない
という問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、再生対象の撮影データを選択する際に、ユーザーの意向がより反映された撮影データ
の選択が可能な、新規かつ改良された再生処理装置、撮像装置、再生処理方法、及びプロ
グラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、再生可能な複数の撮像データ
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をそれぞれ選択可能に表示部に表示する表示制御部と、表示された前記撮像データの操作
体による選択操作を検知する操作検知部と、前記操作体の前記選択操作に基づいて、前記
表示部に表示された前記複数の撮像データのうちの再生対象の撮像データを特定するデー
タ特定部と、前記データ特定部が特定した前記撮像データを前記操作体が選択操作した際
の操作状態を検出する操作状態検出部と、前記操作状態検出部が検出した前記操作状態に
応じて、特定された前記撮像データの再生を制御する再生制御部とを備える、再生処理装
置が提供される。
【０００８】
　また、前記撮像データに撮像位置情報を対応付けて記憶する記憶部を更に備え、前記表
示部は、前記複数の撮像データを、各々の前記撮像位置情報に基づいて選択可能に前記表
示部に表示することとしても良い。
【０００９】
　また、前記操作検知部は、前記撮像データを選択するための前記表示部上の前記操作体
の一連のタッチ操作を検知し、前記操作状態検出部は、前記操作状態として前記一連のタ
ッチ操作の移動速度を検出することとしても良い。
【００１０】
　また、前記一連のタッチ操作のうち前記移動速度の小さい第１操作部分と、前記移動速
度の大きい第２操作部分とを判別する判別部を更に備え、前記データ特定部は、２以上の
再生対象の撮像データを特定し、前記再生制御部は、特定された前記撮像データのうち前
記判別部によって判別された前記第１操作部分に対応する撮像データの再生と、前記第２
操作部分に対応する撮像データの再生とを分けて制御することとしても良い。
【００１１】
　また、前記再生制御部は、特定された前記２以上の撮像データのうち前記判別部によっ
て判別された前記第１操作部分に対応する撮像データを、前記第２操作部分に対応する撮
像データよりも先に再生することとしても良い。
【００１２】
　また、前記再生制御部は、特定された前記２以上の撮像データのうち前記判別部によっ
て判別された前記第１操作部分に対応する撮像データの再生時間を、前記第２操作部分に
対応する撮像データの再生時間よりも長くすることとしても良い。
【００１３】
　また、前記操作状態検出部は、前記移動速度として前記一連のタッチ操作の平均移動速
度を検出し、前記データ特定部は、２以上の再生対象の撮像データを特定し、前記再生制
御部は、前記操作状態検出部が検出した前記平均移動速度に基づいて、特定された各撮像
データの再生を制御することとしても良い。
【００１４】
　また、前記再生制御部は、前記平均移動速度が小さい場合には特定された各撮像データ
の再生時間を長くし、前記平均移動速度が大きい場合には特定された各撮像データの再生
時間を短くすることとしても良い。
【００１５】
　また、前記撮像データに撮像日時を対応付けて記憶する記憶部を更に備え、前記再生制
御部は、前記平均移動速度が小さい場合には、特定された前記２以上の撮像データのうち
の前記撮像日時が古い撮像データを再生し、前記平均移動速度が大きい場合には、前記撮
像日時が新しい撮像データを再生することとしても良い。
【００１６】
　更に、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、撮像部と、再生可能な
複数の撮像データをそれぞれ選択可能に表示する表示部と、表示された前記撮像データの
操作体による選択操作を検知する操作検知部と、前記操作体の前記選択操作に基づいて、
前記表示部に表示された前記複数の撮像データのうちの再生対象の撮像データを特定する
データ特定部と、前記データ特定部が特定した前記撮像データを前記操作体が選択操作し
た際の操作状態を検出する操作状態検出部と、前記操作状態検出部が検出した前記操作状
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態に応じて、特定された前記撮像データの再生を制御する再生制御部とを備える、撮像装
置が提供される。
【００１７】
　更に、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、再生可能な複数の撮像
データをそれぞれ選択可能に表示するステップと、表示された前記撮像データの操作体に
よる選択操作を検知するステップと、前記操作体の前記選択操作に基づいて、表示された
前記複数の撮像データのうちの再生対象の撮像データを特定するステップと、特定された
前記撮像データを前記操作体が選択操作した際の操作状態を検出するステップと、検出さ
れた前記操作状態に応じて、特定された前記撮像データの再生を制御するステップとを含
む、再生処理方法が提供される。
【００１８】
　更に、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、再生可能な複数の撮像
データをそれぞれ選択可能に表示するステップと、表示された前記撮像データの操作体に
よる選択操作を検知するステップと、前記操作体の前記選択操作に基づいて、表示された
前記複数の撮像データのうちの再生対象の撮像データを特定するステップと、特定された
前記撮像データを前記操作体が選択操作した際の操作状態を検出するステップと、検出さ
れた前記操作状態に応じて、特定された前記撮像データの再生を制御するステップとをコ
ンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように本発明によれば、再生対象の撮影データを選択する際に、ユーザー
の意向がより反映された撮影データの選択が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１比較例に係る選択画面を示す図である。
【図３】第２比較例に係る選択画面を示す図である。
【図４】第１実施例に係る選択画面を示す図である。
【図５】第２実施例に係る選択画面を示す図である。
【図６】なぞる操作のスピードに連動した撮像データの再生処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図７】なぞる操作のスピードに連動した再生方式の設定処理を示すフローチャートであ
る。
【図８】なぞる操作のスピードに連動した再生方式の設定処理を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２２】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本実施形態に係る撮像装置の構成
　２．再生対象の撮影データの撮影場所に基づく選択方法
　　２－１．比較例に係る撮影データの選択方法
　　２－２．本実施形態に係る撮影データの選択方法
　３．撮像データ選択時のなぞる操作のスピードに連動した撮像データの再生処理
　４．本実施形態に係る撮像装置の有効性
　５．その他の実施形態
【００２３】
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　＜１．本実施形態に係る撮像装置の構成＞
　本実施形態では、画像処理装置として撮像装置１０を例に挙げて、撮像装置１０の構成
について図１を参照しながら説明する。図１は、撮像装置１０の構成を示すブロック図で
ある。
 
【００２４】
　撮像装置１０は、例えば静止画像や動画像を撮影できるデジタルスチルカメラやデジタ
ルビデオカメラである。以下においては、撮像装置１０がデジタルビデオカメラであるも
のとして説明する。撮像装置１０は、撮影する機能だけで無く、撮影した撮影データ（動
画像）を記憶して再生する機能も有する。
【００２５】
　撮像装置１０は、図１に示すように、撮像部１２と、位置検出部１４と、記憶部の一例
である画像記憶部１６と、表示部１８と、入力部の一例であるタッチパネル２０と、制御
部２２等を有する。
【００２６】
　撮像部１２は、被写体を撮像して画像信号（画像データ）を生成するためのものである
。撮像部１２は、各種レンズと撮像素子を有する。撮像素子は、光電変換素子の一例であ
り、レンズを透過して入射した光情報を電気信号に変換する光電変換が可能な複数の素子
から構成される。各素子は受光した光量に応じた電気信号を生成する。撮像素子として、
ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）イメージセンサー、ＣＭＯＳ（Complementary　Meta
l　Oxide　Semiconductor）イメージセンサー等を適用することができる。なお、撮像部
１２により生成された画像データは、制御部２２に送られて、光量のゲイン補正やホワイ
トバランスの調整等の画像処理が施される。
【００２７】
　位置検出部１４は、例えばＧＰＳ（Global　Positioning　System）機能を有し、撮像
装置１０の位置（緯度や経度）を検出するためのものである。例えば、位置検出部１４は
、撮像部１２が被写体を撮像した際の撮像装置１０の撮像位置を検出する。検出された撮
像位置情報は、撮像して生成された画像データ（撮像データ）と対応付けられる。
【００２８】
　画像記憶部１６は、撮像部１２により撮像された再生可能な撮像データを記憶する。本
実施形態では、画像記憶部１６は、撮像データに、位置検出部１４によって検出された撮
像位置情報を対応付けて記憶する。また、画像記憶部１６は、撮像データに、タイマー（
不図示）によって計測された撮像日時を対応付けて記憶する。画像記憶部１６は、メモリ
カード等の記録メディアであるが、内部メモリであっても良い。
【００２９】
　表示部１８は、各種の撮像データ（動画像や静止画像）を表示する。また、表示部１８
は、画像記憶部１６に記憶された撮像データのうち再生対象の撮像データを選択するため
の選択画面（後述する地図画面）を表示する。本実施形態において、表示部１８は、画像
記憶部１６に記憶された再生可能な撮像データを、各々の撮像位置情報に基づいて選択可
能に選択画面に表示する。
【００３０】
　タッチパネル２０は、表示部１８の表示画面に重畳するように設けられ、表示画面上の
操作体であるユーザーの指のタッチ操作を受け付ける。例えば、タッチパネル２０は、選
択画面に表示された撮像データのユーザーによる選択操作（なぞる操作）を受け付ける。
なお、本実施形態では、選択画面上の撮像データを選択する際に、タッチパネル２０は、
表示部１８上のユーザーの一連のなぞる操作による撮像データの選択を受け付ける。
【００３１】
　制御部２２は、撮像装置１０の各部を制御するためのものである。制御部２２は、不図
示のＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等から構成される。ＲＯＭには、制御部２２の各種制御を実
行させるためのプログラムが格納されている。ＣＰＵは、ＲＯＭに格納されたプログラム
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に基づいて動作し、ＲＡＭを用いながら各制御のための演算処理等を行う。制御部２２は
、例えば、撮像部１２から送られた撮像データを画像処理等して画像記憶部１６に記憶さ
せる。
【００３２】
　また、制御部２２は、画像記憶部１６に記憶された撮像データのうち、タッチパネル２
０によって選択された撮像データを表示部１８で再生させる。撮像データの選択や再生を
行うために、制御部２２は、図１に示すように、表示制御部４１と、操作検知部４２と、
データ特定部４３と、操作状態検出部４４と、判別部４５と、再生制御部４６を有する。
【００３３】
　表示制御部４１は、表示部１８の表示を制御する。表示制御部４１は、画像記憶部１６
に記憶された複数の撮像データを、各々の撮像位置情報に基づいてそれぞれ選択可能な選
択画面を表示部１８に表示する。
【００３４】
　操作検知部４２は、タッチパネル２０上でのユーザーの指によるタッチ操作を検知する
。例えば、操作検知部４２は、表示部１８に選択画面が表示された際にタッチ操作が行わ
れると、タッチパネル２０からタッチ操作に対応した信号を受けて、ユーザーによるなぞ
る操作を検知する。
【００３５】
　データ特定部４３は、操作検出部４２が検知したなぞる操作（選択操作）に基づいて、
選択画面の中から再生対象の撮像データの選択範囲を設定する。データ特定部４３は、前
記選択範囲を設定することで、表示部１８に表示された複数の撮像データのうちの再生対
象の撮像データを特定する。
【００３６】
　操作状態検出部４４は、データ特定部４３が特定した撮像データをユーザーがなぞる操
作した際の操作状態を検出する。例えば、操作状態検出部４４は、操作状態として一連の
なぞる操作の移動スピード（移動速度）を検出する。操作状態検出部４４は、なぞる操作
の平均スピード（平均移動速度）も検出可能である。
【００３７】
　判別部４５は、一連のなぞる操作のうち移動スピードの小さい第１操作部分（ゆっくり
なぞった部分）と、移動スピードの大きい第２操作部分（素早くなぞった部分）とを判別
する。ここでは２つの部分に分けて判別しているが、３つ以上の部分に分けて判別しても
良い。
【００３８】
　再生制御部４６は、操作状態検出部４４が検出した操作状態に基づいて、特定された撮
像データの再生を制御する。具体的には、再生制御部４６は、操作状態検出部４４が検出
したなぞる操作のスピード（平均スピード）に基づいて、特定された撮像データの再生を
制御する。
【００３９】
　例えば、再生制御部４６は、平均スピードが小さい場合には特定された各撮像データの
再生時間を長くし、平均スピードが大きい場合には特定された各撮像データの再生時間を
短くする。また、再生制御部４６は、平均スピードが小さい場合には、特定された前記２
以上の撮像データのうちの撮像日時が古い撮像データを再生し、平均スピードが大きい場
合には、撮像日時が新しい撮像データを再生する。
【００４０】
　また、再生制御部４６は、特定された撮像データ（２以上の撮像データ）のうち判別部
４４によって判別された第１操作部分に対応する撮像データの再生と、第２操作部分に対
応する撮像データの再生とを分けて制御する。
【００４１】
　例えば、再生制御部４６は、特定された２以上の撮像データのうち判別部４５によって
判別された第１操作部分に対応する撮像データを、第２操作部分に対応する撮像データよ
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りも先に再生する。また、再生制御部４６は、特定された２以上の撮像データのうち判別
部４５によって判別された第１操作部分に対応する撮像データの再生時間を、第２操作部
分に対応する撮像データの再生時間よりも長くする。
 
【００４２】
　＜２．再生対象の撮影データの撮影場所に基づく選択方法＞
　上述したように、撮像装置１０は、被写体を撮像した際の撮像位置を検出可能である。
そこで、撮像装置１０においては、撮像位置情報を利用して、撮像したデータの中から所
望のデータを選択して再生する。
【００４３】
　そこで、撮像装置１０で撮像したデータのうち、再生する撮像データを撮影場所から選
択する選択方法について説明する。以下においては、比較例に係る撮影データの選択方法
について説明した後に、本実施形態に係る撮影データの選択方法について説明する。
【００４４】
　（２－１．比較例に係る撮影データの選択方法）
　図２と図３を参照しながら、比較例に係る撮像データの選択方法について説明する。図
２は、第１比較例に係る選択画面を示す図である。
【００４５】
　まず、図２に示す選択画面１００の画面構成について説明する。選択画面１００は、地
図エリア１１０と操作ボタンエリア１２０に分けられる。選択画面１００にはタッチパネ
ルが重畳されており、ユーザーは、地図エリア１１０と操作ボタンエリア１２０上でタッ
チ操作が可能である。
【００４６】
　地図エリア１１０には、撮影場所を含む地図が表示される。また、地図エリア１１０の
地図上に撮像データマーク１１２（選択画面１００に示す黒丸）が表示される。撮像デー
タマーク１１２は、撮像データの撮像位置を示すものであり、撮像データに付加された撮
影位置情報（緯度、経度）に対応する地図上の位置に示される。地図エリア１１０上で、
ユーザーは、タッチ操作（具体的には、なぞる操作）を行うことで撮像データマーク１１
２を選択できる。そして、なぞる操作で選択された撮像データマーク１１２に対応する撮
像データが再生される。
【００４７】
　操作ボタンエリア１２０には、ユーザーが押下可能な縮小ボタン１２２、拡大ボタン１
２４、及び決定ボタン１２６が含まれる。縮小ボタン１２２と拡大ボタン１２４は、ユー
ザーに押下されることで、地図エリア１１０に表示される地図の縮尺を変更するためのも
のである。これにより、再生した撮像データが撮像された場所を、地図エリア１１０内に
すべて表示できる。決定ボタン１２６は、例えば上述したなぞる操作による選択を確定し
て再生を実行させるためのボタンである。
【００４８】
　次に、第１比較例に係る撮像データの選択方法について説明する。ここでは、図２に示
すように、地図エリア１１０の地図上に複数の撮像データマーク１１２が表示されている
ものとする。かかる状態で、ユーザーが、所望の撮像データを再生すべく、例えば図２に
示すように、なぞり開始位置１３２からなぞり終了位置１３４までなぞり操作を行ったと
する。これにより、表示された複数の撮像データの中から再生対象の撮像データを指定す
る再生範囲指定線１３６が設定される。
【００４９】
　なぞり操作が行われた後にユーザーが決定ボタン１２６を押下することで、再生範囲指
定線１３６の周囲の一定領域を含む再生範囲指定領域１３８が設定される。これにより、
再生範囲指定領域１３８内に含まれる撮像データマーク１１２に対応する撮像データが、
再生対象として選択されることとなる。その後、選択された撮像データが順次再生される
。
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【００５０】
　図３は、第２比較例に係る選択画面を示す図である。図３に示す選択画面１００の構成
は、図２に示す選択画面の構成と同じである。第２比較例においては、再生範囲指定領域
１３８の設定方法が第１比較例と異なる。
【００５１】
　すなわち、第１比較例においては、再生範囲指定線１３６の周囲の一定領域を再生範囲
指定領域１３８であることとした。これに対して、第２比較例においては、図３に示すよ
うになぞり開始位置１３２となぞり終了位置１３４が一致するように再生範囲指定線１３
６が設定された後に、再生範囲指定線１３６の内部の領域が再生範囲指定領域１３８に設
定される。これにより、再生範囲指定線１３６内の全ての撮像データマーク１１２に対応
する撮像データが、再生対象として選択されることとなる。
【００５２】
　ところで、上述した第１比較例及び第２比較例に係る選択方法では、再生したくない撮
像データも選択されてしまう可能性がある。例えば、自宅など撮像頻度の高い場所で撮像
したデータのうち今日撮像したデータのみ再生したい場合でも、再生範囲指定領域１３８
が自宅を含むように設定されると、自宅で撮像された全てのデータが再生されてしまう。
このため、同じ撮像位置情報が対応付けられた撮像データが多く存在する場合には、任意
の撮像データのみを再生することが困難である。
【００５３】
　また、再生範囲指定領域１３８に含まれる撮像データが多く存在する場合には、全ての
撮像データを再生するには長い時間を要し、観たいシーンがなかなか再生されない可能性
がある。このため、再生範囲指定領域１３８の設定によっては、任意のシーンを再生する
ことが困難である。
【００５４】
　（２－２．本実施形態に係る撮影データの選択方法）
　上述した比較例１、２における問題を解決すべく、本実施形態においては、なぞり開始
位置１３２からなぞり終了位置１３４までのなぞるスピードに応じて、再生範囲指定領域
１３８に含まれる撮像データの再生を変化させている。これにより、再生範囲指定領域１
３８の中の撮像データに対して、例えば、各撮像データの再生時間を長く、又は短くした
り、再生順番を変更したりすることで、ユーザーの意向がより反映された再生を行うこと
ができる。以下においては、本実施形態に係る撮像データの選択方法について、２つの実
施例を例に挙げて説明する。
【００５５】
　（第１実施例）
　図４は、第１実施例に係る選択画面を示す図である。図４に示す選択画面１００の画面
構成は、操作ボタンエリア１２０にスピード連動ボタン１２８が含まれている点を除いて
、図２や図３の選択画面１００と同様である。
【００５６】
　ここで、スピード連動ボタン１２８は、決定ボタン１２６の代わりに、なぞる操作を行
った後に再生対象の撮像データを再生すべく押下される。スピード連動ボタン１２８が押
下されると、なぞる操作のなぞるスピードに応じた、再生範囲指定領域１３８に含まれる
撮像データの再生が行われる。なお、スピード連動ボタン１２８が押下されずに決定ボタ
ン１２６が押下された場合には、図２や図３で説明した撮像データの再生が行われる。
【００５７】
　第１実施例においては、なぞり開始位置１３２からなぞり終了位置１３４までのなぞる
操作の平均スピードに応じて、撮像データの再生時間を変化または再生するデータを変化
させる。平均スピードは、なぞり開始位置１３２からなぞり終了位置１３４の操作時間と
、２つの位置１３２、１３４間の長さに基づいて、算出される。
【００５８】
　まず、なぞる操作の平均スピードに応じて、撮像データの再生時間を変化させるケース
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について説明する。なお、撮像データは動画像であるものとし、再生方式は各動画像のハ
イライトシーンが再生されるハイライト再生であるものとする。例えば、再生範囲指定領
域１３８に含まれる撮像データが多数の場合には、撮像データを全て再生すると、再生時
間が長くなってしまう。そこで、再生範囲指定領域１３８に含まれる各撮像データ（動画
像）で抽出されるハイライトシーンの数を、なぞる操作の平均スピードに応じて変化させ
る。
【００５９】
　具体的には、地図エリア１１０を素早くなぞることで平均スピードが所定の閾値よりも
速い場合には、抽出されるハイライトシーンの数を少なくし、撮像データの再生時間を短
くする。逆に、地図エリア１１０をゆっくりなぞることで平均スピードが閾値よりも遅い
場合には、抽出されるハイライトシーンの数を多くし、撮像データの再生時間を長くする
。このため、ユーザーが再生範囲指定領域１３８に含まれる撮像データを短時間でまとめ
て観たい場合には地図エリア１１０上を素早くなぞれば良く、じっくり観たい場合には地
図エリア１１０上をゆっくりなぞれば良い。これにより、データの再生にかかる時間につ
いてユーザーの意向に沿った設定が可能となる。なお、閾値は、２以上の複数あっても良
く、かかる場合には、細かく再生時間を調整できる。
【００６０】
　次に、なぞる操作の平均スピードに応じて、再生する撮像データを変化させるケースに
ついて説明する。例えば、自宅など撮像頻度の高い場所で撮像したデータのうち今日撮像
したデータのみを再生したい場合には、再生範囲指定領域１３８が自宅になるように設定
すると、自宅で撮像された全てのデータが再生されてしまう。そこで、再生範囲指定領域
１３８に含まれるデータのうち再生される撮像データを、なぞる操作の平均スピードに応
じて変化させる。
【００６１】
　具体的には、地図エリア１１０を素早くなぞることで平均スピードが速い場合には、再
生範囲指定領域１３８に含まれるデータのうち撮像日時が新しいデータのみを再生する。
逆に、地図エリア１１０をゆっくりなぞることで平均スピードが遅い場合には、再生範囲
指定領域１３８に含まれるデータのうち撮像日時が古いデータのみを再生する。これによ
り、同じ撮像位置情報を持つ撮像データが多量に存在する場合でも再生する撮像データを
撮像日時で絞り込むことができ、この結果ユーザーが再生したい撮像データのみの再生が
可能となる。
【００６２】
　なお、第１実施例において、複数の撮像データを再生する場合には、例えばなぞり開始
位置１３２に近い撮像データから順に再生する。ただし、これに限定されるものでは無く
、例えば、なぞり終了位置１３４に近い撮像データから順に再生したり、撮像データが密
集している部分の撮像データから順に再生したり、再生範囲指定線１３６に近い撮像デー
タから順に再生しても良い。
【００６３】
　また、第１実施例は、図３に示す再生範囲指定領域１３８の場合にも適用できる。すな
わち、図３の再生範囲指定領域１３８に対するなぞる操作のスピードに応じて、再生時間
を変更したり、再生する撮像データ（撮像日時が新しい撮像データ又は古い撮像データ）
を決定する。かかる場合にも、例えば、領域の中心に位置する撮像データから順に再生し
たり、撮像データが密集している部分の撮像データから順に再生しても良い。
【００６４】
　（第２実施例）
　図５は、第２実施例に係る選択画面を示す図である。図５に示す選択画面１００の画面
構成は、図４の選択画面１００と同様である。
【００６５】
　第２実施例においては、再生範囲指定線１３６のうちゆっくりなぞった部分Ｐ１（図５
において実線の部分）と素早くなぞった部分Ｐ２（点線の部分）が判別される。そして、
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判別結果に基づいて、部分Ｐ１に対応する撮像データと部分Ｐ２に対応する撮像データの
順番を変化させたり、再生する撮像データの優先度を異ならせる。
【００６６】
　まず、再生する撮像データの順番を変化させるケースについて説明する。例えば、再生
範囲指定領域１３８に含まれる撮像データが多数の場合には、撮像データを全て再生する
と、再生時間が長くなってしまい、ユーザーが見たい撮像データがなかなか再生されない
可能性がある。そこで、部分Ｐ１に対応する（付近の）撮像データを再生した後に、部分
Ｐ２に対応する（付近の）撮像データを再生する。
【００６７】
　具体的には、図５を例にとると、まず再生範囲指定領域１３８内にあるデータのうち再
生範囲指定線１３６の実線（Ｐ１）の近くに存在する撮像データを再生した後に、再生範
囲指定線１３６の点線（Ｐ２）の近くに存在する撮像データを再生する。これにより、再
生する撮像データの順番をユーザーの好みで設定可能となる。
【００６８】
　次に、再生する撮像データの優先度を異ならせるケースについて説明する。例えば、再
生範囲指定領域１３８に含まれる撮像データが多数の場合には、撮像データを全て再生す
ると、ハイライト再生する際の再生時間が長くなってしまう。そこで、再生範囲指定線１
３６を設定するときの線をなぞるスピードと連動させて、各撮像データから抽出されるハ
イライトシーンの数を変化させる。
【００６９】
　具体的には、再生範囲指定領域１３８内にあるデータのうち再生範囲指定線１３６の実
線の近くに存在する撮像データから抽出されるハイライトシーンを多くし、点線の近くに
存在する撮像データから抽出されるハイライトシーンを少なくする。これにより、ハイラ
イト再生においてユーザーが観たい撮像データを優先的に再生可能となる。
【００７０】
　＜３．撮像データ選択時のなぞる操作のスピードに連動した撮像データの再生処理＞
　次に、再生対象の撮像データを選択する際のなぞる操作のスピードに連動した撮像デー
タの再生処理方法について、図６を参照しながら説明する。図６は、なぞる操作のスピー
ドに連動した撮像データの再生処理を説明するためのフローチャートである。
【００７１】
　本処理は、制御部２２のＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムを実行することにより
、実現される。図６のフローチャートは、表示部１８に選択画面１００が表示された状態
から開始される。
【００７２】
　まず、地図表示を含む選択画面１００が表示された状態で、ユーザーがタッチパネル２
０上でタッチ操作を行ったものとする。すると、操作検知部４２は、ユーザーによってど
のような操作が行われたかを検知する（ステップＳ２）。
【００７３】
　ユーザーが選択画面１００の操作ボタンエリア１２０の縮小ボタン１２２や拡大ボタン
１２４を押下した場合には、表示制御部４１は、表示された地図表示を更新する（ステッ
プＳ４）。一方で、ユーザーが、再生対象の撮像データを選択すべく地図エリア１１０上
でタッチ操作を行った場合には、データ特定部４３は、再生範囲指定線１３６を設定する
（ステップＳ６）。
【００７４】
　次に、データ特定部４３は、設定した再生範囲指定線１３６に基づいて、再生範囲指定
領域１３８を抽出する（ステップＳ８）。これにより、図４に示す再生範囲指定領域１３
８や図５に示す再生範囲指定領域１３８が抽出されることとなる。
【００７５】
　なぞる操作を行った後に、ユーザーは、撮像データを再生すべく決定ボタン１２６又は
スピード連動ボタン１２８を押下する。ユーザーがボタンを押下すると、操作検知部４２
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は、決定ボタン１２６とスピード連動ボタン１２８のいずれが押下されたかを検知する（
ステップＳ１０）。
【００７６】
　なお、決定ボタン１２６は、再生範囲指定領域１３８内に含まれる撮像データが少ない
場合（例えば、撮像データが１個の場合）に押下されやすく、スピード連動ボタン１２８
は、再生範囲指定領域１３８内に含まれる撮像データが多い場合（例えば、撮像データが
２個以上の複数の場合）に押下されやすい。これは、撮像データが１個であれば、通常の
再生を行ってもユーザーにとって不利益になり難いのに対して、撮像データが複数の場合
には、例えば所望の撮像データを迅速に再生する必要があるためである。ただし、撮像デ
ータが１個の場合に、スピード連動ボタン１２８を押下しても良い。
【００７７】
　決定ボタン１２６が押下された場合には、データ特定部４３は、再生する撮像データと
して再生範囲指定領域１３８内の全ての撮像データを抽出し、再生制御部４６は、再生方
式として通常再生（図２や図３に示す再生方式）を指定する（ステップＳ１２）。そして
、再生制御部４６は、通常再生で、再生範囲指定領域１３８内の全ての撮像データを再生
する（ステップＳ１６）。
【００７８】
　一方で、スピード連動ボタン１２８が押下された場合には、制御部２２は、なぞる操作
のスピードに連動した再生方式の設定処理として、図７又は図８の設定処理を実行する（
ステップＳ１４）。図７の設定処理と図８の設定処理のいずれを実行するかは、予めユー
ザーが設定できる。
【００７９】
　まず、図７の設定処理について説明する。図７は、なぞる操作のスピードに連動した再
生方式の設定処理を示すフローチャートである。本設定処理は、図４で説明した第１実施
例に対応する。
【００８０】
　データ特定部４３は、再生範囲指定領域１３８に含まれる撮像データを抽出する（ステ
ップＳ２２）。第１実施例では、上述したように、なぞり開始位置１３２からなぞり終了
位置１３４までのなぞる操作の平均スピードに応じて、撮像データの再生時間を変化させ
るか、又は再生する撮像データを決定する。なぞる操作の平均スピードに連動して再生時
間を変化させるか、又は再生する撮像データを変化させるかは、ユーザーが予め設定でき
る。
【００８１】
　再生制御部４６は、撮像データの再生時間を変化させるか、又は再生する撮像データを
変化させるかのいずれが設定されたかを判定する（ステップＳ２４）。撮像データの再生
時間を変化させる場合には、再生制御部４６は、なぞる操作の平均スピードの大きさに連
動して、各撮像データで抽出されるハイライトシーンの数を設定することで、撮像データ
の再生時間を決定する（ステップＳ２６）。また、再生制御部４６は、再生方式をハイラ
イト再生に設定する（ステップＳ２８）。
【００８２】
　その後、再生制御部４６は、図６のフローチャートに戻って、設定された再生方式にて
撮像データを再生する（ステップＳ１６）。具体的には、地図エリア１１０を素早くなぞ
ることで平均スピードが速い場合には、再生制御部４６は、抽出されるハイライトシーン
の数を少なくし、撮像データを短い再生時間で再生する。逆に、地図エリア１１０をゆっ
くりなぞることで平均スピードが遅い場合には、再生制御部４６は、抽出されるハイライ
トシーンの数を多くし、撮像データを長い再生時間でハイライト再生する。
【００８３】
　図７のステップＳ２４で再生する撮像データを変化させる場合には、再生制御部４６は
、なぞる操作の平均スピードの大きさに連動して、再生する撮像データを決定する（ステ
ップＳ３０）。また、再生制御部４６は、再生方式を通常再生に設定する（ステップＳ３
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２）。その後、再生制御部４６は、図６のフローチャートに戻って、設定された再生方式
にて撮像データを再生する（ステップＳ１６）。
【００８４】
　具体的には、地図エリア１１０を素早くなぞることで平均スピードが速い場合には、再
生制御部４６は、再生範囲指定領域１３８に含まれるデータのうち撮像日時が新しいデー
タのみを再生する。逆に、地図エリア１１０をゆっくりなぞることで平均スピードが遅い
場合には、再生制御部４６は、再生範囲指定領域１３８に含まれるデータのうち撮像日時
が古いデータのみを再生する。
【００８５】
　次に、図８に示す処理について説明する。図８は、なぞる操作のスピードに連動した再
生方式の設定処理を示すフローチャートである。本設定処理は、図５で説明した第２実施
例に対応する。
【００８６】
　データ特定部４３は、再生範囲指定領域１３８に含まれる撮像データを抽出する（ステ
ップＳ４２）。第２実施例では、再生範囲指定線１３６のうちゆっくりなぞった部分Ｐ１
（図５において実線の部分）と素早くなぞった部分Ｐ２（点線の部分）が判別され、部分
Ｐ１に対応する撮像データと部分Ｐ２に対応する撮像データの再生順番を変化させたり、
再生する撮像データの優先度を異ならせる。なお、なぞる操作の平均スピードに連動して
撮像データの再生順番を変化させるか、又は撮像データの優先度を異ならせるかは、ユー
ザーが予め設定できる。
【００８７】
　再生制御部４６は、撮像データの再生順番を変化させるか、又は撮像データの優先度を
異ならせるかのいずれが設定されたかを判定する（ステップＳ４４）。撮像データの再生
順番を異ならせる場合には、再生制御部４６は、部分Ｐ１と部分Ｐ２の判別結果に基づい
て、撮像データの再生順番を決定する（ステップＳ４６）。また、再生制御部４６は、再
生方式を通常再生に設定する（ステップＳ４８）。
【００８８】
　その後、再生制御部４６は、図６のフローチャートに戻って、設定された再生方式にて
所定の再生順番にて撮像データを再生する（ステップＳ１６）。具体的には、再生制御部
４６は、まず再生範囲指定領域１３８内にあるデータのうち再生範囲指定線１３６の実線
の近くに存在する撮像データを再生した後に、再生範囲指定線１３６の点線の近くに存在
する撮像データを再生する。
【００８９】
　図８のステップＳ４４で撮像データの優先度を異ならせる場合には、再生制御部４６は
、部分Ｐ１と部分Ｐ２の判別結果に基づいて、各撮像データから抽出されるハイライトシ
ーンの数を決定する（ステップＳ５０）。また、再生制御部４６は、再生方式をハイライ
ト再生に設定する（ステップＳ５２）。その後、再生制御部４６は、図６のフローチャー
トに戻って、設定された再生方式にて所定の再生順番にて撮像データを再生する（ステッ
プＳ１６）。
【００９０】
　具体的には、再生制御部４６は、再生範囲指定領域１３８内にあるデータのうち再生範
囲指定線１３６の実線の近くに存在する撮像データから抽出されるハイライトシーンを多
くし、点線の近くに存在する撮像データから抽出されるハイライトシーンを少なくして、
ハイライト再生を行う。
【００９１】
　なお、上記では、図７の設定処理と図８の設定処理のいずれを実行するかは、予めユー
ザーが設定できると説明したが、これに限定されない。例えば、制御部２２は、なぞる操
作の速度変動を検知し、速度変動が小さい場合には図７の設定処理を行い、速度変動が大
きい場合には図８の設定処理を行うこととしても良い。かかる場合には、なぞる操作に応
じて適切な再生方式が自動で設定される。
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【００９２】
　また、上記では、図７の設定処理と図８の設定処理のいずれか一方が実行されることと
して説明したが、これに限定されない。例えば、図７の設定処理と図８の設定処理を組み
合わせて実行することとしても良い。
【００９３】
　＜４．本実施形態に係る撮像装置の有効性＞
　本実施形態に係る撮像装置１０によれば、選択画面１００の地図エリア１１０から再生
する撮像データを選択する場合において、ユーザーのなぞる操作のスピードと連動させて
再生する撮像データや再生方法を設定することで、ユーザーの意向をより反映した再生が
可能となる。
【００９４】
　すなわち、なぞり開始位置１３２からなぞり終了位置１３４までのなぞる操作の平均ス
ピードに連動して再生する撮像データを変化させることで、再生時間を調整できる。具体
的には、なぞる操作の平均スピードに連動してハイライトシーン抽出数を変化させること
で、撮像データの再生時間をユーザーの好みに合わせることができる。また、なぞる操作
の平均スピードに連動して再生する撮像データを変化させることで、ユーザーが再生した
い撮像データのみを再生できる。
【００９５】
　また、なぞる操作における部分的スピードと連動して撮像データの再生順番や、各撮像
データから抽出するハイライトシーンの数を変化させることで、ユーザーが再生したい撮
像データやシーンを優先的に再生できる。
【００９６】
　＜５．その他の実施形態＞
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００９７】
　上記実施形態では、再生処理装置として撮像装置を例に挙げて説明したが、これに限定
されない。再生処理装置は、記憶した撮像データを再生する機能を有すれば良く、例えば
、携帯電話機、ＰＤＡ、ゲーム機、電子辞書、ノートパソコン等であっても良い。また、
再生処理装置は、撮像部を有しなくても良い。
【００９８】
　また、上記実施形態では、地図画面上に選択可能に撮像データを表示する場合について
説明したが、これに限定されない。例えば、選択画面上に選択可能に複数の動画像のサム
ネイル画像を表示し、所望のサムネイル画像を選択することとしても良い。このように、
複数の画像データの中から所望の画像データを選択する選択画面であれば、任意の画面で
あっても良い。
【００９９】
　また、上記実施形態では、操作検知部はタッチパネル上でのユーザーのなぞる操作を検
知すると説明したが、これに限定されない。例えば、マウス等による選択画面上でカーソ
ル操作を検知することとしても良い。
【０１００】
　また、上記の実施形態で説明した一連の処理は、専用のハードウエアにより実行させて
もよいが、ソフトウエア（アプリケーション）により実行させてもよい。一連の処理をソ
フトウエアにより行う場合、汎用又は専用のコンピュータにプログラムを実行させること
により、上記の一連の処理を実現することができる。
【０１０１】
　また、上記の実施形態のフローチャートに示されたステップは、記載された順序に沿っ
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又は個別的に実行される処理をも含む。また時系列的に処理されるステップでも、場合に
よっては適宜順序を変更することが可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１０２】
　１０　　撮像装置
　１２　　撮像部
　１４　　位置検出部
　１６　　画像記憶部
　１８　　表示部
　２０　　タッチパネル
　２２　　制御部
　４１　　表示制御部
　４２　　操作検知部
　４３　　データ特定部
　４４　　選択態様検出部
　４５　　判別部
　４６　　再生制御部
　１００　　選択画面
　１１０　　地図エリア
　１１２　　撮像データマーク
　１２０　　操作ボタンエリア
　１２２　　縮小ボタン
　１２４　　拡大ボタン
　１２６　　決定ボタン
　１２８　　スピード連動ボタン
　１３２　　なぞり開始位置
　１３４　　なぞり終了位置
　１３６　　再生範囲指定線
　１３８　　再生範囲指定領域
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